
作成年月日：2016 年 3月 17 日 

職業紹介事業者（３８－職－３３） 

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会・愛媛県福祉人材センター（３８－ム－０１０００４） 

■ホームページアドレス http://www.11294.net/ 

■所在地：〒790-8553 松山市持田町三丁目８番１５号 愛媛県総合社会福祉会館２階 

■連絡先：０８９－９２１－５３４４ ■Ｅ-mail：jinzai@ehime-shakyo.or.jp 

■担当部署・担当者名：地域福祉部福祉人材課（担当：大戸・森田） 

 

【サービス内容・取扱職種】※登録・相談は無料です。プライバシーは守ります。 

愛媛県福祉人材センターは、福祉の職場で働きたい人と、職員を採用したい福祉の職場をつなぐ、  

福祉の仕事を専門にご紹介する無料職業紹介所です。 

福祉の職場で働きたい方に対しては、求職登録の受付や、求人情報の提供を行います。希望の求人が

あれば、センターを通じて募集先の事業所と面接等を受けることができます。 

また、人材を募集する事業所に対しては、求人登録の受付、求職登録者のあっせん等を行っています。 
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【特徴的な取組】 

○福祉の職場への就職に関する相談だけでなく、資格取得や福祉の職場等に関するご相談に応じます。 

○未経験の方に福祉の職場を知ってもらうための「福祉・介護職場体験」や、福祉関係事業所が一堂に  

会する合同就職説明会「福祉就職セミナー」等を開催しています。 

○福祉従事者を対象に、資質向上のための研修会等も実施しています。 

 

【利用手続き】 

愛媛県福祉人材センターを利用するにあたっては、登録が必要です。求職登録の他、情報提供のみを

希望する場合は、情報提供登録も可能です。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 

 

【愛媛県福祉人材センター開設時間・場所等】 

                 ■月曜日～金曜日（祝日をのぞく）９：００～１７：００ 

                 ■伊予鉄市内電車[南町ひめぎんホール前]下車、徒歩３分。  

                 

1．社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を実施する事業所（ただし、社会福祉法人の場合は公益事業も含む） 

2．介護保険法に規定する介護保険事業所 

3．障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 

4．地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 

5．社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法

に規定する更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉

法に規定する精神保健福祉センター 

6．社会福祉分野の国家資格を持つ専門職（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育

士等）の場合は、上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む 

介護職員、訪問介護員、

指導員・相談員、保育

士、介護支援専門員、

看護職員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚

士、栄養士、調理員、

事務員など 

※正規職員のほか、非

常勤やパート等の求人

も取り扱っています。 


